
平成˜Ÿ年 月™ 日 金曜日 (号外第™™›号)官 報

（
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会
及
び
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
特
別
審
査
委
員
会
規
程
の
一
部
改

正
）

第
七
条

社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会
及
び
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
特
別
審
査
委
員
会
規
程
（
昭
和

二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
表
二
の
項
中
「
第
四
項
」
の
下
に「（
同
法
第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
、「
第
六
十
二
条
」
の
下
に「（
同
法
第
七
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を

加
え
、「
第
二
十
一
条
の
九
の
三
（
」
を
「
第
二
十
一
条
の
二
（
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
一
（
同
法
第
六
十
三
条
の

三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
」
に
改
め
る
。

（
社
会
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

社
会
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
社
会
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条

施
行
日
か
ら
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
社
会
福
祉
法
施
行

令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
五
号
）
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。）

第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
十
八
条
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
、
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
又
は
法
附
則

第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
に
併
設
し
て
行
わ
れ
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

附
則
第
四
十
八
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
第
四
十
九
項
及
び
第
五
十
項
を
削
る
。

（
法
第
十
二
条
の
八
第
四
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
に
関
す
る
暫
定
措
置
）

48

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

の
前
日
ま
で
の
間
は
、
第
十
八
条
の
三
の
三
第
一
号
中
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
と
あ
る
の
は
、「
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援

護
施
設
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百

八
十
三
号
）
第
三
十
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
療
護
施
設
に
限
る
。）」
と
す
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

五
条
の
四
の
見
出
し
中
「
身
体
障
害
者
療
護
施
設
等
」
を
「
障
害
者
支
援
施
設
等
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
五
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、「
給
付
」
の
下
に
「
又

は
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
（
同
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の

障
害
児
施
設
医
療
費
の
支
給
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
自
立
支
援
医
療
費
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
条
第
一

項
の
療
養
介
護
医
療
費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、「
給
付
」
の
下

に
「
又
は
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
（
同
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
障
害
児
施
設
医
療
費
の
支
給
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
自
立
支
援
医
療
費
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十

条
第
一
項
の
療
養
介
護
医
療
費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
一
条
の
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
」に
改
め
、「
給
付
」

の
下
に
「
又
は
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
（
同
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合

を
含
む
。）の
障
害
児
施
設
医
療
費
の
支
給
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
自
立
支
援
医
療
費
」
の
下
に
「
、
同
法
第

七
十
条
第
一
項
の
療
養
介
護
医
療
費
又
は
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
」
を
加
え
、
同

条
第
二
項
第
一
号
中
「
自
立
支
援
医
療
費
」
の
下
に
「
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
療
養
介
護
医
療
費
又
は
同
法
第

七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
」
を
加
え
る
。

第
一
条
を
第
一
条
の
二
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
令
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
）

第
一
条

社
会
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第
一
条
第
二
号
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第
六
条
の
十
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

二

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
生
活
介
護
、
同
条

第
十
三
項
に
規
定
す
る
自
立
訓
練
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
就
労
移
行
支
援
又
は
同
条
第
十
五
項
に
規
定

す
る
就
労
継
続
支
援
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）（
以
下
「
生
活
介
護
等
」
と
総
称
す
る
。）に
係
る
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
で
あ
つ
て
、
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
四
号
）
第
三
十
七
条
（
同
令
第
五
十
五
条
、
第
七
十

条
及
び
第
八
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
五
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
八
十
九
条
第
二

項
の
離
島
そ
の
他
の
地
域
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
将
来
的
に
も
利
用
者
の
確
保
の

見
込
み
が
な
い
と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
も
の
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
も
の

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
二
十
四
条
第
二
項
第
一
号
」
に
、「
第
三
十
六
条
第
二

項
第
二
号
」
を
「
第
三
十
七
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
三
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
ロ
と
し
、
ニ
を
ハ
と
し
、
ホ
を
ニ
と
し
、ヘ
を
ホ
と
す
る
。

第
十
六
条
第
七
号
を
削
る
。

第
十
六
条
第
六
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
ロ
と
し
、
同
号
を
第
十
六
条
第
七
号
と
す
る
。

第
十
六
条
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

法
第
二
条
第
三
項
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
相
談
支
援
事
業

第
十
六
条
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

法
第
二
条
第
三
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
知
的
障
害
者
の
更
生
相
談
に
応
ず
る
事
業

第
二
十
条
中
「
社
会
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）」
を「
令
」

に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
中
「
第
百
十
条
」
を
「
第
百
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
第
百
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
百
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
中
「
第
百
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

一

平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
、
法
附
則
第
八
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
が
引
き
続
き
行
う
生
活
介
護
等
（
令
第
一
条
第
二
号
に
規

定
す
る
生
活
介
護
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
同
号
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。）

二

平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
、
法
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神

障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
精

神
障
害
者
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
を
経
営
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
る
者
が
引
き
続
き
行
う
生
活
介
護
等
に
係

る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
令
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

三

法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
八
条
第
一
項
又
は
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

り
運
営
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援

護
施
設
、
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
又
は
法
附
則
第
四
十
八
条
に
規
定

す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
（
障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る

政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
三
百
二
十
号
）
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
福
祉
法
施
行
令
第
一
条
第

一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
身
体
障
害
者
授
産
施
設
、
知
的
障
害
者
授
産
施
設
又
は
精
神
障
害
者
授
産
施
設

に
限
る
。）を
経
営
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
た
者
が
引
き
続
き
行
う
生
活
介
護
等
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

業
（
令
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
八
条
の
三
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
十
二
条
の
八
第
四
項
第
一
号
」
を
「
第
十
二
条
の
八
第
四
項
第

二
号
」
に
改
め
る
。

šš


		2006-09-28T12:20:32+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）




